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介護老人保健施設アーユス 利用約款 

（施設サービス） 
 

 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設アーユス（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された

利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者

がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利

用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、一方、利

用者及び利用者を扶養する者（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、そのサー

ビスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（施設の目的） 

第２条 当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、

介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常

生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目

指した介護保健施設サービスを提供することを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第３条 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他

必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所

者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に

戻ることができるように支援すること、また、利用者が居宅での生活を１日でも長く継

続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーシ

ョン（介護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供し、在宅ケアも支援

する施設です。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

３ 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

４ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、

その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が

地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

５ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

６ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努めます。 

７ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかか

る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じ

て利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 

８ 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の

２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努めるものとします。 
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（適用期間） 

第４条 本約款は、利用者が介護老人保健施設利用同意書を当施設に提出した時から効力を有

します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､本約款､又は、別紙１の利用料金の改定が行われな

い限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設を利用することができるも

のとします｡ 

 

（施設の名称及び所在地等） 

第５条 施設の名称等 

  ・施設名       介護老人保健施設 ア－ユス 

  ・開設年月日     平成７年９月２５日 

    ・所在地       山口県山口市大内矢田北五丁目１０番１号 

  ・電話番号      ０８３－９２７－８３６３  

・ファックス番号   ０８３－９２７－８３６６ 

    ・管理者名      西田 輝夫 

    ・介護保険指定番号   介護老人保健施設（３５５０３８００４６号） 

 

（従業者の職種、員数） 

第６条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりです。必置職については法令の定めると

ころによります。 

（１）  管理者                                 1人（兼務） 

（２）  医師                                   1人以上(常勤換算) 

（３） 薬剤師                                1人（兼務） 

（４）  看護職員                     12人以上 

（５） 介護職員                             22人以上 

（６）  支援相談員                          1人以上 

（７）  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士   1人以上 

（８）  管理栄養士又は栄養士                   2人以上 

（９）  歯科衛生士                  1人（兼務） 

（10）  介護支援専門員                         1人以上 

（11） 事務員                    1人以上 

（12） その他                    1人以上（清掃業務） 

 

（従業者の職務内容） 

第７条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。 

（１） 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行います。 

（２）  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。 

（３） 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、

利用者に対し服薬指導を行います。 

（４） 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、

利用者の施設サービス計画に基づく看護を行います。 

（５） 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく

介護を行います。 

（６） 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエ

ーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導

を行います。 

（７） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテー

ション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行い

ます。 

（８） 管理栄養士又は栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状

態の管理、食事相談を行います。 
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（９） 歯科衛生士は、利用者の口腔内の管理を行う。 

（10） 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認

定及び要介護認定更新の申請手続きを行います。 

（11） 事務職員は、基本理念、運営方針を具現化するコーディネーターであり、施設 QOL
の追求のため資質の向上を図ります。 

 

（入所定員） 

第８条 当施設の入所定員は、１００人とします。（一般棟 ６０人・認知症専門棟 ４０人） 

 

（介護老人保健施設のサービス内容） 

第９条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる

職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び

心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日

常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管

理とします。 
 

（利用者負担の額）   

第 10条  利用者負担の額を以下のとおりとします。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別紙１に定める料金表により支払いをお願いします。 

（２） 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、

日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、私物の洗濯代、その他の費用等利用

料を別紙１掲載の料金にて支払いをお願いします。 
（３）「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階

まで）の利用者の自己負担額については、認定証に記載してある金額とします。 
 

（利用料金） 

第 11 条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サー

ビスの対価として、別紙１の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及

び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務

があります。 

２ 当施設は、利用者及び扶養者が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明

細書を、毎月１０日頃迄に発行しますので、事務室にて確認してください。又、ご希望

に応じて請求書の郵送もしております。利用者及び扶養者又、連帯保証人は、連帯して、

当施設に対し、当該合計金額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払い

の方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

利用者又は扶養者に対して、領収書を交付します。 

 

（利用者からの解除） 

第 12 条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に

基づく入所利用を解除・終了することができます。 

 

（当施設からの解除） 

第 13 条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所利

用を解除・終了することができます。 

①利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

②当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において

生活ができると判断された場合 

③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの

提供を超えると判断された場合 
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④利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納し、その支払を督促

したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程

度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させるこ

とができない場合 

  ⑦当施設がハラスメントと判断した場合には行為者に対し、関係機関への連絡、

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じた場合 

 

（身体の拘束等） 

第 14 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利

用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその

様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記

載することとします。 

２ 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施します。 

 

（虐待の防止等） 

第 15 条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に

掲げる事項を実施します。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹

底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

（褥瘡対策等） 

第 16 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡

が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、その

発生を防止するための体制を整備します。 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 
第 17条  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとします。 

・  施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取していただき

ます。食費は第 10 条に利用料として規定しているものですが、同時に、施設は第 9 条

の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容と

しているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととします。 
・ 面会は、午後９：００までにお願いします。 
・ 消灯時間は、午後９：００とします。 
・ 外出・外泊は、所定の書式にて届出、許可を得た上でお願いします。 
・ 飲酒・喫煙は、施設内及び敷地内ではお断りします。 
・ 火気の取扱いは、施設内ではお断りします。 
・ 設備・備品利用は丁寧にお願いします。万が一破損の場合は実費相当金額を頂きます。 
・ 所持品・備品等の持ち込みは、事前に許可されたもののみにお願いします。 
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・ 金銭・貴重品の管理は、自己管理の範囲内にてお願いします。万が一盗難及び紛失等 
の責任は負いかねます。           

・ 外泊時等の施設外での受診は、事前に施設へお知らせしてください。 
・ 宗教活動は、施設内では一切お断りします。 
・ ペットの持ち込みは、お断りします。 
・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止とします。 
・ 他利用者への迷惑行為は禁止します。 
 

（ハラスメントについて） 

第 18 条 当施設は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働

環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要

かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対

象となります。 

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、

再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実

施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメ

ント発生状況の把握に努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相

談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

（非常災害対策） 
第 19 条  消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計

画に基づき､また､消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行

います｡ 
（１）  防火管理者には、松原 学を充てます。 
（２） 火元責任者には、事業所職員を充てます。 
（３）  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼します。点検の際は、防火管理者

が立ち会います。 
（４）  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 
（５）  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務の遂行に当たります。 
（６）  防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年 2 回以上 
（うち 1 回は夜間を想定した訓練を行います） 

② 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

 （７） 洪水・土砂災害に備え、避難確保計画に基づき避難訓練を実施します。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 20条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービ

スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じるものとします。 

２  当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施します。 
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３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 21条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発

生の防止のための指針（別添）を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備

します。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要

な措置を行います。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とします。）及び従業者に対する定期的な研修を実施します。 

４ 前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

（職員の服務規律） 
第 22 条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の

指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を

維持し、常に次の事項に留意することとします。 

（１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇します。 

（２） 常に健康に留意し、明朗な態度を失わないようにします。 

（３） お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けます。 

 

（職員の質の確保） 

第 23条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 
２ 当施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護

保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じるものとします。 

 
（職員の勤務条件） 
第 24 条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団水生会の就業規則によ

るものとします。 
 
（職員の健康管理） 
第 25 条 職員は、この施設が行う年１回の健康診断を受診します。ただし、夜勤勤務に従事

する者は、年間２回の健康診断を受診しなければならないものとします。 
 
（衛生管理） 
第 26 条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を

適正に行います。 
２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針（別添）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 
（１） 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。）をおおむね３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３） 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

（４） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手

順」に沿った対応を行います。 
３  栄養士、管理栄養士調理師等厨房勤務者は、毎月１回検便を必ず行います。 
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４ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。 
 

（守秘義務及び個人情報の保護） 

第 27 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者

又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙２のとおり定め、適

切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の

各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることか

ら、情報提供を行なうこととします。 

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

②居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通

知 

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場

合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第 28 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

併設医療機関、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状

態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、「同意

書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

４ 当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変し

た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

・協力医療機関 

名 称  済生会山口総合病院 

住 所  山口市緑町２－１１ 

 

・協力歯科医療機関 

名 称  ふるや歯科 

住 所  山口市大内御堀３８０２－１ 

 

名 称  宇都宮歯科医院 

住 所  山口県山口市大内矢田北１丁目１８−２５ 
 

（事故発生時の対応） 

第 29 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者

の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

４ 当施設は、２４時間体制で職員が勤務しておりますが、個人個人に対する完全看護

（介護）ではありません。最善の注意はいたしますが、転倒・骨折等の事故の可能性

もあることをご理解ください。 
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（要望又は苦情等の申出） 

第 30 条 当施設の提供するサービスに対しての要望又は苦情等について、下記に申し出るこ

とができます。又、備え付けの用紙や管理者宛の文書で、所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることもできます。およせ頂いた要望、苦情等に対しては

速やかに対応させて頂きます。 

 

・当施設（介護老人保健施設アーユス）      

〒753-0221 山口市大内矢田北五丁目１０－１     

電話 ０８３－９２７－８３６３（担当者：清徳） 

 

  ・各市、町の介護保険担当課（山口市の場合） 

 〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

   電話 ０８３－９３４－２７９５（介護保険課） 

 

  ・各市、町の介護保険担当課（   市の場合） 

 〒 

   電話 

 

  ・国民健康保険団体連合会    

〒753-8520 山口市朝田１９８０番地７ 

電話 ０８３－９９５－１０１０（苦情相談窓口直通電話） 

 

（賠償責任） 

第 31 条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者

が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。当

施設は、株式会社損害保険ジャパンの介護老人保健施設総合保障制度に加入していま

す。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養

者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 32 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

（身元引受人） 

第 33条 利用者は、身元引受人をあらかじめ定めるものとします。 

２ 身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と連 

帯して履行の責を負うとともに、事業者と協議し、必要なときは入居者の身柄を引き 

取るものとします。 

事業者に対する債務を連帯する賠償責任補償額の上限は 300万円とします。 

３ 事業者は、入居者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等 

に努めなければなりません。 

４ 事業者は、入居者が要介護状態等にある場合には、入居者の生活及び健康の状況並 

びにサービスの提供状況等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。 

５ 身元引受人は、入居者が死亡した場合に遺体及び慰留金品を引きとるものとします。 
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（協力医療機関との連携体制の構築） 
第 34 条 施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより

適切な対応を行う体制を確保する観点から在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支

援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築します。 
   ２ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を常時確保します。 
   ３ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保します。 
   ４ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そ

の他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保します。 
   ５ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対

応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当施設の指定を行った

自治体に提出します。 
   ６ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、速やかに再入所できるように努めます。 
   ７ 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報

共有を、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  則 
この約款は、令和６年 ３月 １３日より施行します。 



10 

＜別紙１＞ 
 

利用料金について 
 
 

（１）基本料金 
介護保健施設サービス費（１日につき） 

  介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって料金が異なります。 
 

≪基本型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     
 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７１７円 １,４３４円 ２,１５１円 
・要介護２ ７６３円 １,５２６円 ２,２８９円 
・要介護３ ８２８円 １,６５６円 ２,４８４円 
・要介護４ ８８３円 １,７６６円 ２,６４９円 
・要介護５ ９３２円 １,８６４円 ２,７９６円 

 
【多床室】 
  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７９３円 １,５８６円 ２,３７９円 
・要介護２ ８４３円 １,６８６円 ２,５２９円 
・要介護３ ９０８円 １,８１６円 ２,７２４円 
・要介護４ ９６１円 １,９２２円 ２,８８３円 
・要介護５ １,０１２円 ２,０２４円 ３,０３６円 

 
≪在宅強化型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     
 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７８８円 １,５７６円 ２,３６４円  
・要介護２ ８６３円 １,７２６円 ２,５８９円 
・要介護３ ９２８円 １,８５６円 ２,７８４円 
・要介護４ ９８５円 １,９７０円 ２,９５５円 
・要介護５ １,０４０円 ２,０８０円 ３,１２０円 

 
【多床室】 
  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ８７１円 １,７４２円 ２,６１３円 
・要介護２ ９４７円 １,８９４円 ２,８４１円 
・要介護３ １,０１４円 ２,０２８円 ３,０４２円 
・要介護４ １,０７２円 ２,１４４円 ３,２１６円 
・要介護５ １,１２５円 ２,２５０円 ３,３７５円 
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（２）加算料金 
    ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊夜勤職員配置加算 ２４円     ４８円 ７２円 
＊短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

２５８円 
２００円 

５１６円 
４００円 

７７４円 
６００円 

＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

２４０円 
１２０円 

４８０円 
２４０円 

７２０円 
３６０円 

＊認知症ケア加算 ７６円 １５２円 ２２８円 
＊安全管理体制未実施減算／日 －５円 －１０円 －１５円 
＊栄養ケア・マネジメントを実施していない場合 －１４円 －２８円 －４２円 
＊外泊時費用（６日を限度）   
外泊時費用（在宅サービスを利用する場合） 

３６２円 
８００円 

７２４円 
１,６００円 

１,０８６円 
２,４００円 

＊ターミナルケア加算（死亡日） 
ターミナルケア加算（死亡日前日及び前々日）    
ターミナルケア加算 

（死亡日以前４日以上３０日以内） 
 ターミナルケア加算 
      （死亡日以前３１日以上４５日以内） 

１,９００円 
９１０円 
１６０円 

 
７２円 

３,８００円 
１,８２０円 

３２０円 
 

１４４円 

５,７００円 
２,７３０円 

４８０円 
 

２１６円 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

５１円 
５１円 

１０２円 
１０２円 

１５３円 
１５３円 

＊初期加算（Ⅰ） 
 初期加算（Ⅱ） 

６０円 
３０円 

１２０円 
６０円 

１８０円 
９０円 

＊退所時栄養情報連携加算 ７０円 １４０円 ２１０円 
＊再入所時栄養連携加算（１回を限度） ２００円 ４００円 ６００円 
＊入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 
入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 

４５０円 
４８０円 

９００円 
９６０円 

１,３５０円 
１,４４０円 

＊退所時等支援加算 
試行的退所時指導加算 
退所時情報提供加算（Ⅰ） 
退所時情報提供加算（Ⅱ） 
入退所前連携加算（Ⅰ） 
入退所前連携加算（Ⅱ） 

 
４００円 
５００円 
２５０円 
６００円 
４００円 

 
８００円 

１,０００円 
５００円 

１,２００円 
８００円 

 
１,２００円 
１,５００円 

７５０円 
１,８００円 
１,２００円 

＊訪問看護指示加算 ３００円 ６００円 ９００円 
＊協力医療機関連携加算（１）（R６年度まで）／月 
協力医療機関連携加算（１）（R７年度から）／月 
協力医療機関連携加算（２）（R７年度から）／月 

１００円 
５０円 

５円 

２００円 
１００円 
１０円 

３００円 
１５０円 

１５円 
＊栄養マネジメント強化加算／日 １１円 ２２円 ３３円 
＊経口移行加算 ２８円 ５６円 ８４円 
＊経口維持加算（Ⅰ）（１月につき） 
経口維持加算（Ⅱ）（１月につき） 

４００円 
１００円 

８００円 
２００円 

１,２００円 
３００円 

＊口腔衛生管理加算（１月につき） 
 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 
 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

 
９０円

１１０円 

 
１８０円 
２２０円 

 
２７０円 
３３０円 

＊療養食加算（１食） ６円 １２円 １８円 
＊かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 
 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 
 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 
 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 

１４０円 
７０円 

２４０円 
１００円 

２８０円 
１４０円 
４８０円 
２００円 

４２０円 
２１０円 
７２０円 
３００円 
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 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊所定疾患施設療養費（Ⅰ）（７日を限度） 
所定疾患施設療養費（Ⅱ）（10 日を限度） 

２３９円 
４８０円 

４７８円 
９６０円 

７１７円 
１,４４０円 

＊認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 
 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

１５０円 
１２０円 

３００円 
２４０円 

４５０円 
３６０円 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を上限） ２００円 ４００円 ６００円 
＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 
（１月につき） 
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

（Ⅰ） 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

（Ⅱ） 

 
 

５３円 
 

３３円 
 

 
 

１０６円 
 

６６円 
 

 
 

１５９円 
 

９９円 
 

＊褥瘡マネジメント加算（１月につき） 
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

 
３円 

１３円 

 
６円 

２６円 

 
９円 

３９円 
＊排せつ支援加算（１月につき） 
 排せつ支援加算（Ⅰ） 
 排せつ支援加算（Ⅱ） 
 排せつ支援加算（Ⅲ） 

 
１０円 
１５円 
２０円 

 
２０円 
３０円 
４０円 

 
３０円 
４５円 
６０円 

＊自立支援推進加算（１月につき） ３００円 ６００円 ９００円 
＊科学的介護推進体制加算（１月につき） 
 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 
 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

 
４０円 
６０円 

 
８０円 

１２０円 

 
１２０円 
１８０円 

＊安全対策体制加算（入所中１回） ２０円 ４０円 ６０円 
＊高齢者施設等感染対策向上加算（１月につき） 
 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 
 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

 
１０円 

５円 

 
２０円 
１０円 

 
３０円 
１５円 

＊新興感染症等施設療養費（１月に１回５日を限度） ２４０円 ４８０円 ７２０円 
＊生産性向上推進体制加算（１月につき） 
 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 
 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

 
１００円 
１０円 

 
２００円 
２０円 

 
３００円 

３０円 
＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
２２円 
１８円 

４４円 
３６円 

６６円 
５４円 

＊緊急時治療管理  ５１８円 １,０３６円 １,５５４円 
＊特定治療費  老人医科診療

報酬点数表の

点数×１０円 

老人医科診療

報酬点数表の

点数×２０円 

老人医科診療

報酬点数表の

点数×３０円 
令和６年４月・５月 
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 
所定単位数×３９／１,０００ 

所定単位数×２９／１,０００ 
＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

＊介護職員等ベースアップ等支援加算 

所定単位数×２１／１,０００ 

所定単位数×１７／１,０００ 

 所定単位数×８／１,０００ 

令和６年６月以降 
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 

所定単位数×７５／１,０００ 
所定単位数×７１／１,０００ 
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（３）食費及び居住費 
 

①食費            １日につき     １,７００円 
※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載して

ある食費の負担限度額といたします。 
 
②居住費 
・従来型個室   １日につき   ２,０００円 

   ・多床室     １日につき     ４５０円  
※ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載し

てある居住費の負担限度額といたします。 
 
 

（４）その他     
  ・洗濯代                      ７,０００円／月 

  ※ 当月の入所日数が１５日以下の場合は３，５００円とします。 
※ 回収日は月曜日・木曜日とします。     

  
 ・日用品費                      ２００円／日  

 
歯ブラシ、歯磨き粉、フッ素入り歯磨きジェル、粘膜ブラシ、スポンジブラシ、コップ 
アロエクリーム、BOX ティッシュ、ビニール袋、タオル、おしぼり、バスタオル 
 

・理美容代                                １,５００円 
・電気製品持込料（１器具）                ６２円／日 



14 

＜別紙２＞ 
個人情報の利用目的 
（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 
介護老人保健施設アーユスでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預か

りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
－入退所等の管理 
－会計・経理 
－事故等の報告 
－当該利用者の介護・医療サービスの向上 
 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所

等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
－検体検査業務の委託その他の業務委託 
－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 
－保険事務の委託 
－審査支払機関へのレセプトの提出 
－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
 

【上記以外の利用目的】 
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 
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介護老人保健施設アーユス 利用約款 

（短期入所療養介護） 

（介護予防短期入所療養介護） 

 

（約款の目的） 

第 1条 介護老人保健施設アーユス（以下「当施設」という。）は、要介護状態（介護予防にあ

っては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保

険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるように、一定の期間、短期入所療養介護（介護予防短

期入所療養介護）を提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者（以下「扶養者」と

いう。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める

ことを、本約款の目的とします。 

 

（事業の内容） 

第 2条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、利用者に関わるあらゆる職種の

職員の協議によって作成される短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に

基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の

下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理を行います。 

 

（運営の方針） 

第 3条  当施設では、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づいて、医学

的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療

並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1日でも長く居宅での生活を

維持できるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

３  当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

４ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者（介

護予防支援事業者）、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連

携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努め

ます。 

５  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

６  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努めます。 

７ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかか

る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じ

て利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 

８ 当施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）を提供するに当たっては、

介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。 
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（施設の名称及び所在地等） 

第 4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）  施設名      介護老人保健施設 アーユス  

（２） 開設年月日  平成７年９月２５日 

（３）  所在地      山口県山口市大内矢田北五丁目１０－１ 

（４） 電話番号  ０８３―９２７―８３６３  ＦＡＸ番号０８３―９２７―８３６６ 

（５）  介護保険指定番号    介護老人保健施設（３５５０３８００４６号） 

 

（従業者の職種、員数） 

第 5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定める

ところによります。 

 

（１）  管理者                                 1人以上 

（２）  医師                                   1人以上(常勤換算) 

（３） 薬剤師                                1人(常勤換算 0.3) 

（４）  看護職員                     12人以上 

（５） 介護職員                             22人以上 

（６）  支援相談員                          1人以上 

（７）  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士   1人以上 

（８）  管理栄養士又は栄養士                   2人以上 

（９）  歯科衛生士                  1人（兼務） 

（10）  介護支援専門員                         1人以上 

（11） 事務員                    1人以上 

（12） その他                    1人以上（清掃業務） 

 

（従業者の職務内容） 

第 6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。 

（１） 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行います。 

（２） 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。 

（３） 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、

利用者に対し服薬指導を行います。 

（４） 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、

利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づく看護を行いま

す。 

（５） 介護職員は、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づ

く介護を行います。 

（６） 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエ

ーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティア指導を

行います。 

（７） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテー

ション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行い

ます。 

（８） 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状

態の管理、食事相談を行います。 

（９） 歯科衛生士は、利用者の口腔内の管理を行います。 

（10） 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認

定及び要介護認定更新の申請手続きを行います。 

（11） 事務職員は、基本理念・運営方針を具現化するコーディネーターであり、施設 QOL

の追求のため資質の向上を図ります。 
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（利用定員） 

第 7条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用定員数は、利用者が申込みを

している当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とします。 

 

（サービス内容） 

第 8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる

職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び

心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日

常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管

理とします。 

①施設サービス計画の立案 

②短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

③食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。但し、体調不良等により、食堂で 

おとりいただけない場合は、居室等でおとりいただくこともできます。） 

朝食   ７時３０分～ ８時３０分 

昼食 １２時００分～１３時００分 

夕食 １７時１０分～１８時３０分 

⑤入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者

は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭

となる場合があります。） 

⑥医学的管理・看護 

⑦介護 

⑧リハビリテーション 

⑨相談援助サービス 

⑩栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

⑪利用者が選定する特別な食事の提供 

⑫基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、居宅介護サービス計画で定められた

通所リハビリテーション利用時間の前・後にご利用の場合） 

⑬行政手続代行 

⑭その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくも

のもありますので、具体的にご相談ください。 

 

（適用期間） 

第 9条 本約款は、利用者が介護老人保健施設短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）

利用同意書を当施設に提出した時から効力を有します。但し、扶養者に変更があった場

合は、新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､本約款､又は、別紙１の利用料金の改定が行われな

い限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設を利用することができるも

のとします｡ 

 

（利用者負担の額）   

第 10条  利用者負担の額を以下とおりとします。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別紙１に定める料金表により支払いをお願いします。 

（２） 利用料として、居住費（滞在費）、食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利

用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、区域外の

場合は送迎費、その他の費用等利用料を、別紙１の料金により支払いをお願いします。 

（３） 「食費」及び「居住費(滞在費)」において、国が定める負担限度額段階（第１段階

から第３段階まで）の利用者自己負担額について、認定証に記載の金額とします。 
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（利用料金） 

第 11 条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養介護

（介護予防短期入所療養介護）の対価として、別紙１の利用単位ごとの料金をもとに計

算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要とな

る額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及

び明細書を、毎月１０日頃までに発行し、郵送します。利用者及び扶養者は、連帯して、

当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払いの

方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

利用者又は扶養者が指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 

 

（利用者からの解除） 

第 12条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居

宅サービス（介護予防サービス）計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・

終了することができます。なお､この場合利用者及び扶養者は､速やかに当施設及び利用

者の居宅サービス（介護予防サービス）計画作成者に連絡するものとします｡ 

 

（当施設からの解除） 

第 13条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所利用

を解除・終了することができます。 

①利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

②利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画が作成されている場合には、その計画

で定められた当該利用日数を満了した場合 

③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養介護（介護

予防短期入所療養介護）の提供を超えると判断された場合 

④利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納し、その支払を督促

したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程

度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させるこ

とができない場合 

⑦当施設がハラスメントと判断した場合には行為者に対し、関係機関への連絡、

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じた場合 

 

（通常の送迎の実施地域） 

第 14条  通常の送迎の実施地域を以下のとおりとします。 

旧山口市内 

 

（ハラスメントについて） 

第 15 条 当施設は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働

環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要

かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象

となります。 
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② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、

再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実

施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメ

ント発生状況の把握に努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相

談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

（身体の拘束等） 

第 16条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場

合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な

かった理由を診療録に記載します。 

 

（虐待の防止等） 

第 17 条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に

掲げる事項を実施します。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹

底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

（褥瘡対策等） 

第 18 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡

が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、そ

の発生を防止するための体制を整備します。 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 

第 19条  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。 

 ・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただきます。食

費は第 9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第 8条の規定に基づ

き利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食

事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする 

・面会は、午後９：００までにお願いします。 

・消灯時間は、午後９：００となっております。 

・外出・外泊は、所定の書式にて届出、許可を得た上でお願いします。 

・外泊時等の施設外での受診は、事前に施設の方へお知らせください 

・飲酒・喫煙は、施設内ではお断りさせていただいております。 

・火気の取扱いは、施設内ではお断りさせていただいております。 

・宗教活動は、施設内では一切お断りさせていただきます。 

・ペットの持ち込みは、お断りさせていただきます。 

・設備・備品の利用は、ていねいにお願いします。万が一破損の場合は実費相当金額を頂く

ようになります。 

・所持品・備品等の持ち込みは、事前に許可されたもののみにお願いします。 

・金銭・貴重品の管理は、自己管理の範囲内にてお願いします。万が一盗難等おきた場合の

責任は負いかねます。又、その時は警察に通報させていただきます。 

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただ 

きます。食費は保険給付外の利用料と位置付けられていますが、同時に、施設は利用者の
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心身の状態に影響を組みえる栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施に

は食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

 

（非常災害対策） 

第 20 条  消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計

画に基づき､また､消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行

います｡ 

（１）  防火管理者には、松原 学を充てます。 

（２）  火元責任者には、事業所職員を充てます。 

（３）  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が

立ち会います。 

（４）  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 

（５）  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務の遂行に当たります。 

（６）  防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年 2回以上 

（うち 1回は夜間を想定した訓練を行います） 

② 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

（７） 洪水・土砂災害に備え、避難確保計画に基づき避難訓練を実施します。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 21条  当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介護

（予防短期入所療養介護）サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するものとします。 

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとします。 

 

（事故発生時の防止及び発生時の対応） 

第 22条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発

生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備します。

また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

行います。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとします。）及び従業者に対する定期的な研修を行います。 

４ 前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

（記録） 

第 23条 当施設は、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の提供に関する

記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。（診療録については、５年

間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これ

に応じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます）に対しては、利

用者の承諾が得られた場合、又はその他必要と認められる場合に限りこれに応じます。 
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（職員の服務規律） 

第 24 条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命

令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、

常に次の事項に留意します。 

（１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇します。 

（２） 常に健康に留意し、明朗な態度を失ないません 

（３） お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けます。 

 

（職員の質の確保） 

第 25条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 

 

（職員の勤務条件） 

第 26 条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団水生会の就業規則によ

ります。 

２ 当施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じるものとします。 

 

（職員の健康管理） 

第 27 条 当施設職員は、この施設が行う年１回の健康診断を受診します。ただし、夜勤勤務

に従事する者は、年間２回の健康診断を受診しなければならないものとします。 

 

（衛生管理） 

第 28 条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を

適正に行います。 

２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 

（１） 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとします）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３） 当施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施します。 

３ 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回検便を行うものとします。 

４  定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第 29 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者

又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙２のとおり定め、適

切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の

各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることか

ら、情報提供を行なうこととします。 

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

②居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③利用者が偽りその他不正行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤生命・身体保護に必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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（緊急時の対応） 

第 30 条 当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、併

設医療機関、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護（介護予防短期入所療

養介護）での対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、

他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、「同意

書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

・協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

①協力医療機関 

名 称  済生会山口総合病院 

住 所  山口市緑町２－１１ 

②協力歯科医療機関 

名 称  ふるや歯科 

住 所  山口市大内御堀３８０２－１ 

   ③協力歯科医療機関 

      名 称  宇都宮歯科医院 

      住 所  山口県山口市大内矢田北１丁目１８−２５ 
 

（要望又は苦情等の申出） 

第 31 条 当施設の提供するサービスに対しての要望又は苦情等について、下記に申し出るこ

とができます。又、備え付けの用紙や管理者宛の文書で、所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることもできます。およせ頂いた要望、苦情等に対しては

速やかに対応させて頂きます。 

・当施設     〒753-0221 山口市大内矢田北五丁目１０－１     

電話 ０８３－９２７－８３６３（担当者：清徳） 

  ・各市、町の介護保険担当課 

    山口市の場合 〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

           電話 ０８３－９３４－２７９５（介護保険課） 

      市の場合 〒 

           電話 

  ・国民健康保険団体連合会    

〒753-8520 山口市朝田１９８０番地７ 

電話 ０８３－９９５－１０１０（苦情相談窓口直通電話） 

（賠償責任） 

第 32 条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の提供に伴って当施設の責に帰す

べき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を

賠償するものとします。当施設は、株式会社損害保険ジャパンの介護老人保健施設総

合保障制度に加入しています。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養

者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 33 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

付  則 

この運営規程は、令和６年 ４月 １日より施行する。 
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別紙 1 

利用料金 
（１）短期入所療養介護の基本料金 

介護老人保健施設短期入所療養介護費（１日につき） 
介護保険制度では、要介護（要支援）認定による要介護（要支援）の程度によって利用料

が異なります。 
 

≪基本型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７５３円 １,５０６円 ２,２５９円 
・要介護２ ８０１円 １,６０２円 ２,４０３円 
・要介護３ ８６４円 １,７２８円 ２,５９２円 
・要介護４ ９１８円 １,８３６円 ２,７５４円 
・要介護５ ９７１円 １,９４２円 ２,９１３円 

 
【多床室】 

  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ８３０円 １,６６０円 ２,４９０円 
・要介護２ ８８０円 １,７６０円 ２,６４０円 
・要介護３ ９４４円 １,８８８円 ２,８３２円 
・要介護４ ９９７円 １,９９４円 ２,９９１円 
・要介護５ １,０５２円 ２,１０４円 ３,１５６円 

 
≪在宅強化型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ８１９円 １,６３８円 ２,４５７円 
・要介護２ ８９３円 １,７８６円 ２,６７９円 
・要介護３ ９５８円 １,９１６円 ２,８７４円 
・要介護４ １,０１７円 ２,０３４円 ３,０５１円 
・要介護５ １,０７４円 ２,１４８円 ３,２２２円 

 
【多床室】 

  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ９０２円 １,８０４円 ２,７０６円  
・要介護２ ９７９円 １,９５８円 ２,９３７円 
・要介護３ １,０４４円 ２,０８８円 ３,１３２円 
・要介護４ １,１０２円 ２,２０４円 ３,３０６円 
・要介護５ １,１６１円 ２,３２２円 ３,４８３円 
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（２）加算料金 
 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊夜勤職員配置加算 ２４円 ４８円 ７２円 
＊個別リハビリテーション実施加算 ２４０円 ４８０円 ７２０円 
＊認知症ケア加算 ７６円 １５２円 ２２８円 
＊認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を限度） ２００円 ４００円 ６００円 
＊緊急短期入所受入加算（７日を限度）  ９０円 １８０円 ２７０円 
＊重度療養管理加算 １２０円 ２４０円 ３６０円 
＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 
５１円 
５１円 

１０２円 
１０２円 

１５３円 
１５３円 

＊送迎加算（必要に応じて）（片道） １８４円 ３６８円 ５５２円 
＊療養食加算（１食） ８円 １６円 ２４円 
＊総合医学管理加算（１０日を限度） ２７５円 ５５０円 ８２５円 
＊口腔連携強化加算（１月に１回を限度） ５０円 １００円 １５０円 
＊緊急時治療管理 
＊特定治療費  

５１８円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×１０円 

  １,０３６円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×２０円 

  １,５５４円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×３０円 
＊生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 
生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

  １００円 
   １０円 

２００円 
 ２０円 

  ３００円 
   ３０円 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

２２円 
１８円 

４４円 
３６円 

６６円 
５４円 

令和６年４月・５月 
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 
所定単位数×３９／１,０００ 
所定単位数×２９／１,０００ 

＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

＊介護職員等ベースアップ等支援加算 

所定単位数×２１／１,０００ 

所定単位数×１７／１,０００ 

 所定単位数×８／１,０００ 
令和６年６月以降 

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 

所定単位数×７５／１,０００ 
所定単位数×７１／１,０００ 

 

（２）介護予防短期入所療養介護の基本料金 

 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 
介護保険制度では、要介護（要支援）認定による要介護（要支援）の程度によって利用

料が異なります。 
  

≪基本型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要支援１ ５７９円 １,１５８円 １,７３７円 
・要支援２ ７２６円 １,４５２円 ２,１７８円 

 
【多床室】 

  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要支援１ ６１３円 １,２２６円 １,８３９円 
・要支援２ ７７４円 １,５４８円 ２,３２２円 

 

 

 



11 

≪在宅強化型介護サービス費≫ 
【従来型個室】     

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要支援１ ６３２円 １,２６４円 １,８９６円 
・要支援２ ７７８円 １,５５６円 ２,３３４円 

 
【多床室】  

  ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要支援１ ６７２円 １,３４４円 ２,０１６円  
・要支援２ ８３４円 １,６６８円 ２,５０２円 

 
（２）加算料金 

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊夜勤職員配置加算 ２４円     ４８円 ７２円 
＊個別リハビリテーション実施加算 ２４０円 ４８０円 ７２０円 
＊認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を限度） ２００円 ４００円 ６００円 
＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 
５１円 
５１円 

１０２円 
１０２円 

１５３円 
１５３円 

＊送迎加算（必要に応じて）（片道） １８４円 ３６８円 ５５２円 
＊療養食加算（１食） ８円 １６円 ２４円 
＊総合医学管理加算（１０日を限度） ２７５円 ５５０円 ８２５円 
＊口腔連携強化加算（１月に１回を限度）  ５０円 １００円   １５０円 
＊緊急時治療管理 
＊特定治療費  

５１８円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×１０円 

１,０３６円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×２０円 

１,５５４円 
老人医科診療

報酬点数表の

点数×３０円 
＊生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 
 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

  １００円 
   １０円 

  ２００円 
   ２０円 

  ３００円 
   ３０円 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

２２円 
１８円 

４４円 
３６円 

６６円 
５４円 

令和６年４月・５月 

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 

所定単位数×３９／１,０００ 

所定単位数×２９／１,０００ 

＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

＊介護職員等ベースアップ等支援加算 

所定単位数×２１／１,０００ 

所定単位数×１７／１,０００ 

 所定単位数×８／１,０００ 

令和６年６月以降 

＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

 

所定単位数×７５／１,０００ 

所定単位数×７１／１,０００ 
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（３）食事及び滞在費 
 
①食費   朝食 ４００円   昼食 ６００円   夕食 ７００円 

   ※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載してあ

る食費の負担限度額となります。 
②滞在費 

・従来型個室   １日につき   ２，０００円 
・多床室     １日につき     ４５０円 
※ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載して

ある滞在費の負担限度額となります。 
 
（４）その他 
 

・洗濯代                     ５００円／回 
※洗濯物数に限らず１回の料金となります 
※洗濯日は月曜日～金曜日となります。 
     

 ・日用品費                      ２００円／日  
 歯ブラシ、歯磨き粉、フッ素入り歯磨きジェル、粘膜ブラシ、スポンジブラシ、 
 コップ、アロエクリーム、BOX ティッシュ、ビニール袋、タオル、おしぼり、 

   バスタオル 
 

・理美容代                               １，５００円 
 
・電気製品持込料（１器具）                ６２円／日 
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＜別紙２＞ 
個人情報の利用目的 
（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 
介護老人保健施設アーユスでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預か

りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －家族等への心身の状況説明 
・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
 －審査支払機関へのレセプトの提出 
 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 
【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 
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介護老人保健施設アーユス 利用約款 

（通所リハビリテーション） 

（介護予防通所リハビリテーション） 

 
（約款の目的） 

第 1 条 介護老人保健施設アーユス（以下「当施設」という。）は、要介護状態（介護予防通

所リハビリテーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」

という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、通所

リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を提供し、一方、利用者及び

利用者を扶養する者（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、そのサービスに対

する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（運営の方針） 

第 2条  当事業所では、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に

基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２  当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを

得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

３ 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

４  当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者

（介護予防支援事業者）、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密

な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう

努めます。 

５  当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

６  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努めます。 

７ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供に

かかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に

応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 

８ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供にあたっては、

介護保険法第 118条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。 

 

（適用期間） 

第 3条 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション（介護予防通所リハビ

リテーション）利用同意書を当施設に提出した時から効力を有します。但し、扶養者に

変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､本約款､又は、別紙１の利用料金の改定が行われな

い限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設の通所リハビリテーション

（介護予防通所リハビリテーション）を利用することができるものとします｡ 
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（事業所の名称及び所在地等） 

第 4条 当事業所の名称所在地等は次のとおりとします。 

（１） 事業所名    介護老人保健施設 アーユス 通所リハビリテーション 

（２） 開設年月日  平成７年９月２５日 

（３） 所在地      山口県山口市大内矢田北五丁目１０－１  

（４） 電話番号  ０８３－９２７－８３６３ ＦＡＸ番号 ０８３－９２７－８３６６ 

（５） 介護保険指定番号    介護老人保健施設（３５５０３８００４６号） 

 

（従業者の職種、員数） 

第 5条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定め

るところによります。 

（１）  管理者                             1人  （兼務） 

（２）  医師                              1人以上(常勤換算) 

（３）  看護職員・介護職員                15人以上 

（４）  理学療法士・作業療法士・言語聴覚士  5人以上（2人兼務） 

（５） 栄養士又は管理栄養士         1人以上 

 

（従業者の職務内容） 

第 6条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとします。 

（１） 管理者は、当事業所に携わる従業者の総括管理、指導を行います。 

（２） 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。 

（３） 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、

利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づく

看護を行います。 

（４） 介護職員は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

計画に基づく介護を行います。 

（５） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテー

ション実施計画書を作成すると共にリハビリテーションの実施に際し指導を行います。 

（６） 栄養士又は管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状

態の管理、食事相談を行います。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 7条 事業所の営業日及び営業時間は、以下のとおりとします。 

（１） 営業日  月曜日から土曜日までとします 

但し、年末年始（12 月 30日～１月 3日）は除きます。 

（２） 営業時間 午前８時２０分から午後５時２０分までとします。 

（３） サービス提供時間 午前８時２０分から午後５時２０分までとします。 

 

（利用定員） 

第 8条 通所リハビリテーションの利用定員数は、７０人とします。 

２ 介護予防通所リハビリテーションの利用定員は、７０人とします。 

 

（事業の内容） 

第 9 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、（介護予防にあっ

ては介護予防に資するよう）医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等リハビリ

スタッフによって作成される通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーショ

ン）計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語

療法その他必要なリハビリテーションを行います。 

２ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、入浴介
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助を実施します。 

３ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、食事を

提供します。 

４ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、居宅及

び施設間の送迎を実施します。 

 

（利用者負担の額）   

第 10条  利用者負担の額を以下とおりとします。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別紙に定める料金表により支払いをお願いします。 

（２） 食費、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用

等利用料を、別紙１の料金により支払いをお願いします。 

 

（利用料金） 

第 11 条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテー

ション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの対価として、別紙１の利用単位

ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービス

の提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者

の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及

び明細書を、毎月１０日頃までに発行しますので、事務室にて確認して下さい。又、ご

希望に応じて請求書の郵送もしております。利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に

対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払いの方法は別

途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

利用者又は扶養者に対して、領収書を交付します。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 12条  通常の送迎の実施地域を以下のとおりとします。 

旧山口市内 

 

（利用者からの解除） 

第 13 条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用

者の居宅サービス（介護予防サービス）計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリ

テーション（介護予防通所リハビリテーション）利用を解除・終了することができます。

なお､この場合利用者及び扶養者は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス（介護予

防サービス）計画作成者に連絡するものとします｡ 

但し､利用者が正当な理由なく､通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテー

ション）実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基本料金及びその他ご

利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます｡ 

 

（当施設からの解除） 

第 14 条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リ

ハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの利用を解除・終了す

ることができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

② 利用者及び扶養者が､本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納しその支払いを督

促したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーショ

ン（介護予防通所リハビリテーション）サービスの提供を超えると判断された場合 
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④ 利用者又は扶養者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が

困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑤ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることがで

きない場合 

⑥ 当施設がハラスメントと判断した場合には行為者に対し、関係機関への連絡、

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じた場合 

 

（ハラスメントについて） 

第 15 条 当施設は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働

環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要

かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対

象となります。 

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、

再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実

施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメ

ント発生状況の把握に努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相

談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

（身体の拘束等） 

第 16 条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者ま

たは他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を

行う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急

やむを得なかった理由を診療録に記載します。 

 

（虐待の防止等） 

第 17 条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下

に掲げる事項を実施します。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

（褥瘡対策等） 

第 18 条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥

瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を別に定め、その

発生を防止するための体制を整備します。 

 

（事業所の利用に当たっての留意事項） 

第 19 条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用に当たっての留

意事項を以下のとおりとします。 
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・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただ

きます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者

の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施

には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・飲酒・喫煙は、施設内ではお断りさせていただいております。 

・火気の取扱いは、施設内ではお断りさせていただいております。 

・設備・備品の利用は、ていねいにお願いします。万が一破損の場合は実費相当金額を頂

くようになります。 

・所持品・備品等の持ち込みは、事前に許可されたもののみにお願いします。 

・金銭・貴重品の管理は、自己管理の範囲内にてお願いします。万が一盗難等おきた場   

合の責任は負いかねます。又、その時は警察に通報させていただきます。 

・宗教活動は、施設内では一切お断りさせていただきます。 

・ペットの持ち込みは、お断りさせていただきます。 

 

（非常災害対策） 

第 20 条  消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計

画に基づき、また消防法第 8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行い

ます｡ 

（１）  防火管理者には、松原 学を充てる。 

（２）  火元責任者には、事業所職員を充てる。 

（３）  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が

立ち会います。 

（４）  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 

（５）  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務の遂行に当たります。 

（６） 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

①  防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

②  非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

（７） 洪水・土砂災害に備え、避難確保計画に基づき避難訓練を実施します。 
（８） 当事業所は、（６）（７）に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めるものとします。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 21 条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテー

ション（介護予防通所リハビリテーション）の提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

４ 台風が直近を通る事が予想される時、土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報

が発表された時、寒波による大雪等で、交通事故・風水害や土砂災害の危険性が高

まる事が予測される場合（以下危険が予測される場合という）は通所リハビリの営

業を中止する場合がございます。 

５ 営業中止は、当日の 6時 00分までに医療法人社団水生会理事長が決定いたします。 

６ 営業時間中の場合、危険が予測される場合は医療法人社団水生会理事長が中止の
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決定をいたします。 

７ 営業を中止する場合は同意書を書いて頂いた緊急連絡先にお知らせした後、危険

性が高まる前に早期に利用者様を自宅に送迎いたします。 

８ 自宅に送迎できない及びご家族様と連絡が取れず自宅で一人になってしまう事が

予測できる利用者様の場合、また独居等で風水害や土砂災害発生時に生活の維持が

困難な利用者様について、危険が予測される場合等の情報を考慮しても当通所リハ

ビリに風水害や土砂災害の危険性が高まる事がないと判断される場合、当通所リハ

ビリを避難場所といたします。 

９ 当通所リハビリにおいて風水害や土砂災害等の危険性が高まると判断される場合、

前項の利用者について、市の防災担当課又は福祉担当課と協議して、避難場所や避

難経路を決定します 

 

（事故発生時の対応） 

第 22 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療

機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者の

指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

４ 当施設は、充分な職員体制をしいてはいますが、個人個人に対する完全看護（介護）

ではありません。最善の注意は致しますが、転倒、骨折等の事故の可能性もあることを

ご理解ください。 

 

（緊急時の対応） 

第 23 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

併設医療機関、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及

び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

３ 当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変し

た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称 済生会山口総合病院 

・住 所 山口市緑町２－１１ 

・協力歯科医療機関① 

・名 称 ふるや歯科 

・住 所 山口市大内御堀３８０２－１ 

   ・協力歯科医療機関② 

    ・名 称 宇都宮歯科医院 

    ・住 所 山口県山口市大内矢田北１丁目１８−２５ 
（記録） 

第 24 条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。（診

療録については、５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに

応じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます）に対しては、利用者

の承諾が得られた場合、又はその他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 
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（要望又は苦情等の申出） 

第 25 条 当施設の提供するサービスに対しての要望又は苦情等について、下記に申し出るこ

とができます。又、備え付けの用紙や管理者宛の文書で、所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることもできます。およせ頂いた要望、苦情等に対しては

速やかに対応させて頂きます。 

・当施設     〒753-0221 山口市大内矢田北五丁目１０番１号     

電話 ０８３－９２７－８３６３（担当者：清徳） 

 ・各市、町の介護保険担当課 

   山口市の場合 〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

          電話 ０８３－９３４－２７９５（介護保険課） 

     市の場合 〒 

          電話 

 ・国民健康保険団体連合会    

〒753-8520 山口市朝田１９８０番地７ 

電話 ０８３－９９５－１０１０（苦情相談窓口直通電話） 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第 26 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者

又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙２のとおり定め、適

切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の

各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることか

ら、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ

の通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供す

る場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（賠償責任） 

第 27 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供に伴って当施

設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対

して、損害を賠償するものとします。当施設は、株式会社損害保険ジャパンの介護老

人保健施設総合保障制度に加入しています。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養

者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 28 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

２ 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 

 

 

 

 

付則 この運営規程は、令和６年 ６月 １日より施行する。 
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＜別紙１＞ 
利用料金 

（１）通所リハビリテーションの基本料金【通常規模型】 
 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間に

よって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

［１時間以上２時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ３６９円 ７３８円 １，１０７円 
・要介護２ ３９８円 ７９６円 １，１９４円 
・要介護３ ４２９円 ８５８円 １，２８７円 
・要介護４ ４５８円 ９１６円 １，３７４円 
・要介護５ ４９１円 ９８２円 １，４７３円 

［２時間以上３時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ３８３円 ７６６円 １，１４９円 
・要介護２ ４３９円 ８７８円 １，３１７円 
・要介護３ ４９８円 ９９６円 １，４９４円 
・要介護４ ５５５円 １，１１０円 １，６６５円 
・要介護５ ６１２円 １，２２４円 １，８３６円 

［３時間以上４時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ４８６円 ９７２円 １，４５８円 
・要介護２ ５６５円 １，１３０円 １，６９５円 
・要介護３ ６４３円 １，２８６円 １，９２９円 
・要介護４ ７４３円 １，４８６円 ２，２２９円 
・要介護５ ８４２円 １，６８４円 ２，５２６円 

［４時間以上５時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ５５３円 １，１０６円 １，６５９円 
・要介護２ ６４２円 １，２８４円 １，９２６円 
・要介護３ ７３０円 １，４６０円 ２，１９０円 
・要介護４ ８４４円 １，６８８円 ２，５３２円 
・要介護５ ９５７円 １，９１４円 ２，８７１円 

［５時間以上６時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ６２２円 １，２４４円 １，８６６円  
・要介護２ ７３８円 １，４７６円 ２，２１４円 
・要介護３ ８５２円 １，７０４円 ２，５５６円 
・要介護４ ９８７円 １，９７４円 ２，９６１円 
・要介護５ １，１２０円 ２，２４０円 ３，３６０円 

［６時間以上７時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７１５円 １，４３０円 ２，１４５円  
・要介護２ ８５０円 １，７００円 ２，５５０円 
・要介護３ ９８１円 １，９６２円 ２，９４３円 
・要介護４ １，１３７円 ２，２７４円 ３，４１１円 
・要介護５ １，２９０円 ２，５８０円 ３，８７０円 

［７時間以上８時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７６２円 １，５２４円 ２，２８６円  
・要介護２ ９０３円 １，８０６円 ２，７０９円 
・要介護３ １，０４６円 ２，０９２円 ３，１３８円 
・要介護４ １，２１５円 ２，４３０円 ３，６４５円 
・要介護５ １，３７９円 ２，７５８円 ４，１３７円 
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（２）通所リハビリテーションの基本料金【大規模型】 

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間に

よって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

［１時間以上２時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ３５７円 ７１４円 １，０７１円 
・要介護２ ３８８円 ７７６円 １，１６４円 
・要介護３ ４１５円 ８３０円 １，２４５円 
・要介護４ ４４５円 ８９０円 １，３３５円 
・要介護５ ４７５円 ９５０円 １，４２５円 

［２時間以上３時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ３７２円 ７４４円 １，１１６円 
・要介護２ ４２７円 ８５４円 １，２８１円 
・要介護３ ４８２円 ９６４円 １，４４６円 
・要介護４ ５３６円 １，０７２円 １，６０８円 
・要介護５ ５９１円 １，１８２円 １，７７３円 

［３時間以上４時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ４７０円 ９４０円 １，４１０円 
・要介護２ ５４７円 １，０９４円 １，６４１円 
・要介護３ ６２３円 １，２４６円 １，８６９円 
・要介護４ ７１９円 １，４３８円 ２，１５７円 
・要介護５ ８１６円 １，６３２円 ２，４４８円 

［４時間以上５時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ５２５円 １，０５０円 １，５７５円 
・要介護２ ６１１円 １，２２２円 １，８３３円 
・要介護３ ６９６円 １，３９２円 ２，０８８円 
・要介護４ ８０５円 １，６１０円 ２，４１５円 
・要介護５ ９１２円 １，８２４円 ２，７３６円 

［５時間以上６時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ５８４円 １，１６８円 １，７５２円  
・要介護２ ６９２円 １，３８４円 ２，０７６円 
・要介護３ ８００円 １，６００円 ２，４００円 
・要介護４ ９２９円 １，８５８円 ２，７８７円 
・要介護５ １，０５３円 ２，１０６円 ３，１５９円 

［６時間以上７時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ６７５円 １，３５０円 ２，０２５円  
・要介護２ ８０２円 １，６０４円 ２，４０６円 
・要介護３ ９２６円 １，８５２円 ２，７７８円 
・要介護４ １，０７７円 ２，１５４円 ３，２３１円 
・要介護５ １，２２４円 ２，４４８円 ３，６７２円 

［７時間以上８時間未満］ ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要介護１ ７１４円 １，４２８円 ２，１４２円  
・要介護２ ８４７円 １，６９４円 ２，５４１円 
・要介護３ ９８３円 １，９６６円 ２，９４９円 
・要介護４ １，１４０円 ２，２８０円 ３，４２０円 
・要介護５ １，３００円 ２，６００円 ３，９００円 

 

 

 

 

 



10 

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊感染症及び災害により、 

臨時的に利用者数が一定減少している場合 所定単位数×３／１００ 

＊リハビリテーション提供体制加算 
３時間以上４時間未満の場合／回 

４時間以上５時間未満の場合／回 

５時間以上６時間未満の場合／回 

６時間以上７時間未満の場合／回 

７時間以上の場合／回 

 
１２円 
１６円 
２０円 
２４円 
２８円 

 
２４円 
３２円 
４０円 
４８円 
５６円 

 
３６円 
４８円 
６０円 
７２円 
８４円 

＊入浴介助加算／日 
  入浴介助加算（Ⅰ） 
  入浴介助加算（Ⅱ） 

 
４０円 
６０円 

 
８０円 

１２０円 

 
１２０円 
１８０円 

＊リハビリテーションマネジメント加算 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

      同意日の属する月から６月以内／月 

同意日の属する月から６月超 ／月 

  リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

      同意日の属する月から６月以内／月 

同意日の属する月から６月超 ／月 

 
 

５６０円 
２４０円 

 
５９３円 
２７３円 

 
 

１,１２０円 
４８０円 

 
１,１８６円 

５４６円 

 
 

１,６８０円 
７２０円 

 
１,７７９円 

８１９円 
リハビリテーションマネジメント加算（ハ) 

      同意日の属する月から６月以内／月 

同意日の属する月から６月超 ／月 

 
７９３円 
４７３円 

 
１,５８６円 

９４６円 

 
２,３７９円 
１,４１９円 

  事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、 

  利用者の同意を得た場合 

 
２７０円 

 
５４０円 

 
８１０円 

＊短期集中個別リハビリテーション実施加算／日   １１０円 ２２０円 ３３０円 
＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

               ／日（週２日限度） 

＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

                    ／月 

 
２４０円 

 
１,９２０円 

 
４８０円 

 
３,８４０円 

 
７２０円 

 
５,７６０円 

＊生活行為向上リハビリテーション実施加算 

利用開始日の属する月から６月以内／月 

 
１,２５０円 

 
２,５００円 

 
３,７５０円 

＊栄養アセスメント加算／月 ５０円 １００円 １５０円 
＊栄養改善加算／月２回を限度 ２００円 ４００円 ６００円 
＊口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回限度） 

  口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

  口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

 
２０円 

５円 

 
４０円 
１０円 

 
６０円 
１５円 

＊重度療養管理加算／日 １００円 ２００円 ３００円 
＊中重度者ケア体制加算／日 ２０円 ４０円 ６０円 
＊科学的介護推進体制加算／月 ４０円 ８０円 １２０円 
＊送迎減算（事業所が送迎を行わない場合） 

／片道につき －４７円 －９４円 －１４１円 

＊退院時共同指導加算／回 ６００円 １,２００円 １,８００円 
＊移行支援加算／日 １２円    ２４円    ３６円 
＊サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）／回 

  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）／回 

 
２２円 
１８円 

 
４４円 
３６円 

 
６６円 
４８円 

令和６年６月以降 

＊介護職員処遇改善加算 
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 

 

所定単位数×８６／１,０００ 
所定単位数×８３／１,０００ 
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（２）介護予防通所リハビリテーションの基本料金 
施設利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１月

当たりの自己負担分です） 

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
・要支援１ ２,２６８円 ４,５３６円 ６,８０４円  
・要支援２ ４,２２８円 ８,４５６円 １２,６８４円 

 

 ＜１割負担＞ ＜２割負担＞ ＜３割負担＞ 
＊生活行為向上リハビリテーション実施加算 

  利用開始日の属する月から６月以内／月 

 
５６２円 

 
１,１２４円 

 
１,６８６円 

＊利用を開始した日の属する月から起算して 

 １２月を超えた期間に利用した場合 

  ・要支援１ 

  ・要支援２ 

 
 

－１２０円 
－２４０円 

 
 

－２４０円 
－４８０円 

 
 

－３６０円 
－７２０円 

＊退院時共同指導加算／回 ６００円 １,２００円 １,８００円 
＊栄養アセスメント加算／月 ５０円 １００円 １５０円 
＊栄養改善加算／月   ２００円 ４００円 ６００円 
＊口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回限度） 

  口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

  口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

 
２０円 

５円 

 
４０円 
１０円 

 
６０円 
１５円 

＊口腔機能向上加算（月２回を限度） 

  口腔機能向上加算（Ⅰ） 

  口腔機能向上加算（Ⅱ） 

 
１５０円 
１６０円 

 
３００円 
３２０円 

 
４５０円 
４８０円 

＊一体的サービス提供加算 ４８０円 ９６０円 １,４４０円 
＊科学的介護推進体制加算／月 ４０円 ８０円 １２０円 
＊サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

  ・要支援１   

  ・要支援２ 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

・要支援１  

・要支援２          

 
８８円 

１７６円 
 

７２円 
１４４円 

 
１７６円 

 ３５２円 
 

１４４円 
２８８円 

 
２６４円 
５２８円 

 
２１６円 
４３２円 

令和６年６月以降 
＊介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

 

 

所定単位数×８６/１０００ 

所定単位数×８３/１０００ 

 

（３）その他の料金 

 ① 食 費   昼 ６００円   夕 ６００円 

② その他 

 

 

（４）支払い方法 

・お支払い方法は、現金でのお支払、指定銀行口座への振込の２方法があります。利用契

約時にお選びください。 

＊振込先は請求書に記載してあります。 
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＜別紙２＞ 

個人情報の利用目的 
（平成２０年４月１日現在） 

 

介護老人保健施設アーユスでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預か

りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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介護老人保健施設 アーユス 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 

 

利用約款 

 
（約款の目的） 

第 1条 介護老人保健施設アーユス（以下「当施設」という。）は、要介護状態（介護予防訪

問リハビリテーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」

という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、訪問

リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）を提供し、一方、利用者及び

利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについ

て取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（事業の目的） 

第 2条 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）については、要介護者

（介護予防訪問リハビリテーションにあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させ

るために立案された居宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期

間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあた

っては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、訪問リハビリテーション

（介護予防訪問リハビリテーション）計画が作成されますが、その際、利用者・利用者

の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容に

ついては同意をいただくようになります。 
 

（運営の方針） 

第 3条  当事業所では、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画に

基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２  当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを

得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

３  当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者

（介護予防支援事業者）、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密

な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう

努めます。 

４  当事業所では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か

に」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

５  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努めます。 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供に

かかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に

応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 
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（適用期間） 

第 4条 本約款は、利用者が介護老人保健施設訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビ

リテーション）利用同意書を当施設に提出した日から効力を有します。但し、利用者の

身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。 

２ 利用者は､第４条又は第５条による解除がない限り、初回利用時の同意書提出をもっ

て､繰り返し当施設の訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）を

利用することができるものとします｡但し、本約款、別紙１、別紙２又は別紙３（本項

において「本約款等」といいます。）の改定が行われた場合は新たな本約款等に基づく

同意書を提出していただきます。 

 

（施設の名称及び所在地等） 

第 5 条 当事業所の名称所在地等は次のとおりとします。 
（１）  施設名      介護老人保健施設アーユス 訪問リハビリテーション 
（２） 開設年月日  平成７年９月２５日 
（３）  所在地      山口県山口市大内矢田北五丁目１０番１号  
（４） 電話番号  ０８３―９２７―８３６３  ＦＡＸ番号０８３―９２７―８３６６ 
（５） 介護保険指定番号  ３５５０３８００４６ 

 

（従業者の職種、員数） 

第 6条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定め 

るところによります。 

（１） 医師              1人以上 

（２）  理学療法士           2人以上 

 

（従業者の職務内容） 

第 7条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとします。 

 （１） 医師は利用者の身体機能の維持又は向上のため、リハビリテーションの提供を行う

にあたり、 診療を行い、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に指示をすること

及び利用者の健康管理及び保健衛生の指導を行います。 

（２） 管理者は、訪問リハビリテーションに携わる従業者の総括管理、指導を行います。 

（３） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師の指示及び訪問リハビリテーション

計画にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図るため、必要なリハビリテーシ

ョン指導を行います。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 8条 事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとします。 

（１） 営業日  毎週月曜日から金曜日までの５日間を営業日とします。 

         但し、8月 15 日、祝日及び年末年始（12月 30日～1月 3日）は除きます。 

（２） 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０までとします。 

（３） サービス提供時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとします。 

 

（サービス内容） 
第 9条 訪問リハビリテーションの対象者は、要介護１以上の方で、主治医が訪問リハビリテ

ーションの必要性を認めた場合となります。なお、要支援の方は、介護予防訪問リハビ

リテーションのサービスを受けられます。 
① 歩行、寝返り、起き上がり、立ち上がり、座るなどの機能訓練 

② 麻痺や褥瘡解消のためのマッサージ 
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③ 食事、排泄、着替えなどの生活動作訓練 

④ 福祉用具の活用方法のアドバイス 

⑤ 住宅改修のアドバイス 

⑥ ご家族へ介助方法の指導 

⑦ 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画の立案 

 

（利用者負担の額）   

第 10条  利用者負担の額を以下とおりとします。 

（１）保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受けます。 

（２）区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、重要事項説明書記載の料金によ

り支払いを受けます 

 
（通常の事業の実施地域） 
第 11条  通常の訪問の実施地域を以下のとおりとします。 

・大内、仁保、小鯖、宮野（その他の地域については応相談） 
 

（利用料金） 

第 12 条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく訪問リハビリ

テーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの対価として、別紙２-１、

２-２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に

利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する送付先に

対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月１５日前後までに発行し、所定

の方法により交付する。利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合

計額をその月の末日までに支払うものとします。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたと

きは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対して、領

収書を所定の方法により交付します。 

 

（利用者からの解除） 

第 13 条 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サ

ービス（介護予防サービス）計画にかかわらず､本約款に基づく訪問リハビリテーシ

ョン（介護予防訪問リハビリテーション）利用を解除することができます。なお､こ

の場合利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス（介護予

防サービス）計画作成者に連絡するものとします（本条第２項の場合も同様とします）。 

２ 身元引受人も前項と同様に訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーシ

ョン）利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限

りではありません。 

３ 利用者又は身元引受人が正当な理由なく､訪問リハビリテーション（介護予防訪問

リハビリテーション）実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基本料

金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます｡ 

 

（当施設からの解除） 

第 14 条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく訪

問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの利用を解除す

ることができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。 
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② 利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画で定められた利用時間を超える場合。 

③ 利用者及び身元引受人が､本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納しその支払い

を督促したにもかかわらず支払われない場合。 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な訪問リハビリテーショ

ン（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの提供を超えると判断された場合。 

⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹

謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにも

かかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立

てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑦ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることがで

きない場合。 

⑧ 当施設がハラスメントと判断した場合には行為者に対し、関係機関への連絡、

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じた場合 

 

（記録） 

第 15 条 当施設は、利用者の訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）

サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間保管します。（診

療録については、５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、必要な

実費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第 1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を

必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のう

え、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思

を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、

閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場

合は適用されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第 1項の記録の閲覧、謄写を求めた

ときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。

但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応

じないことができます。 

 

（身体の拘束等） 

第 16 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他

利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師が

その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療

録に記載することとします。 

 

（褥瘡対策等） 

第 17 条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥

瘡が発生しないような適切な対応に努め、その発生を防止するための体制を整備しま

す。 

 

（サービスの利用に当たっての留意事項） 
第 18 条  訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）利用に当たっての留

意事項を以下のとおりとします。 
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・  設備・備品の利用は、丁寧にお願いする。万が一破損の場合は実費相当金額を頂くこ

ととします。 
・  所持品・備品、金銭・貴重品の管理は、ご自身でお願いする。万が一紛失された場合、

当事業所では一切の責任を負いかねます。 
・ 訪問リハビリテーションで行う業務以外の援助についてはお断りします。 
・  職員への販売等の勧誘や宗教活動は、一切お断りします。 
・  職員へのハラスメントが継続して行われる場合は、利用を中止することとします。 
・  他利用者の情報や個人情報保護法に則り、必要以上の情報はお教え出来ません。 

 

（ハラスメントについて） 

第 19 条 当施設は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働

環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要

かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

（３）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対

象となります。 

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、

再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実

施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメ

ント発生状況の把握に努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相

談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

（非常災害対策） 
第 20 条  消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計

画に基づき､また､消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行い

ます｡ 
（１）  防火管理者には、老健事務部 部長 を充てる。 
（２）  火元責任者には、事業所職員を充てる。 
（３）  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が

立ち会います。 
（４）  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 
（５）  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務の遂行に当たります。 
（６） 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

①  防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年２回以上 
（うち１回は夜間を想定した訓練を行います） 

②  非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

（７） 洪水・土砂災害に備え、避難確保計画に基づき避難訓練を実施します。 
（８） 当事業所は、（６）（７）に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めるものとします。 
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（業務継続計画の策定等） 
第 21 条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し訪問リハビリテー

ション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」といいます。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 
２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。 
３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 
 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 22 条 当事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事

故発生の防止のための指針（別添）を定め、介護・医療事故を防止するための体制を

整備します。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対

し必要な措置を行います。 

 

（緊急時の対応） 
第 23 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

主治医及び協力医療機関、又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）利用中

に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若

しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（職員の服務規律） 
第 24 条 当事業所職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上

の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序

を維持し、常に次の事項に留意することとします。 
（１）訪問者に対して、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇します。 
（２）常に健康に留意し、明朗な態度を失わないようにします。 
（３）お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けます。 

 
（職員の質の確保） 
第 25条 当事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 

 

（職員の勤務条件） 

第 26 条 当事業所職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団水生会の就業規則に

よります。 

 

（職員の健康管理） 

第 27 条 当事業所職員は、この当事業所が行う年１回の健康診断を受診すること。ただし、

夜勤勤務に従事するものは、年間２回の健康診断を受診します。 

 

（衛生管理） 

第 28 条 訪問者の使用する施設設備・備品について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 
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（衛生管理） 

第 29 条 訪問者の使用する施設設備・備品について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 
２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 
（１） 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。）をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 
（２） 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 
（３） 当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施します。 
３ 定期的に、施設設備・備品、訪問車両の消毒及び清掃を行います。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第 30条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、

身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別

紙３のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。

但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務とし

て明記されていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等。 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ

の通知。 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供す

る場合等）。 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 
（要望又は苦情等の申出） 

第 31 条 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する訪問リハビリテーショ

ン（介護予防訪問リハビリテーション）に対しての要望又は苦情等について、担当支

援相談員に申し出ることができます。 

電話 ０８３－９２７－８３６３（担当者：清徳） 

 

また、下記機関にも申し出ることができます。 

・各市、町の介護保険担当課 

（山口市の場合） 

 〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

          電話 ０８３－９３４－２７９５（介護保険課） 

      

・国民健康保険団体連合会    

〒753-8520 山口市朝田１９８０番地７ 

電話 ０８３－９９５－１０１０（苦情相談窓口直通電話） 

 

（賠償責任） 

第 32 条 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供に伴って当施

設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対

して、損害を賠償するものとします。 



8 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元

引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第 33条 当事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとします。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

２  訪問時及びサービスの提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に

養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町

村に通報するものとします。 
 

（利用契約に定めのない事項） 

第 34 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
２ 当事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますのでご請求ください。 
３ 当施設は、リハビリ学生の実習受け入れ施設として協力しています。リハビリ教育

の必要性をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。なお、同行訪問する際には、

事前にご連絡いたします。 
４ 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用する

ことはできません。 
５ 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の

対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付  則   
この運営規程は、令和６年 ４月 １日より施行します。 
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＜別紙１＞ 
 

１．介護保険証の確認 
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 
２．利用料金 
（１）訪問リハビリテーションの基本料金 

 ＜1 割負担＞ ＜2 割負担＞ ＜3 割負担＞ 
訪問リハビリテーション費／回（２０分） 308 円 616 円 924 円 
・リハビリテーションマネジメント加算イ 180 円 360 円 540 円 
・リハビリテーションマネジメント加算ロ 213 円 426 円 639 円 
・事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、 
利用者の同意を得た場合 270 円 540 円 810 円 

・短期集中リハビリテーション実施加算 200 円 400 円 600 円 
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240 円 480 円 720 円 
・口腔連携強化加算 50 円 100 円 150 円 
・退院時共同指導加算 600 円 1,200 円 1,800 円 
・移行支援加算 17 円 34 円 51 円 
・サービス提供体制強化加算Ⅰ 6 円 12 円 18 円 
・サービス提供体制強化加算Ⅱ 3 円 6 円 9 円 
・当施設の医師が診療を行えない場合 －50 円 －100 円 －150 円 
  

 
（２）介護予防訪問リハビリテーションの基本料金 

 ＜1 割負担＞ ＜2 割負担＞ ＜3 割負担＞ 
訪問リハビリテーション費／回（２０分） 298 円 596 円 894 円 
・短期集中リハビリテーション加算 200 円 400 円 600 円 
・口腔連携強化加算 50 円 100 円 150 円 
・退院時共同指導加算 600 円 1,200 円 1,800 円 
・サービス提供体制強化加算Ⅰ 6 円 12 円 18 円 
・サービス提供体制強化加算Ⅱ 3 円 6 円 9 円 
・当施設の医師が診療を行えない場合 －50 円 －100 円 －150 円 
・利用開始から 12 か月を超えて利用した場合 －30 円 －60 円 －90 円 

 
 
 
（３）その他料金 
 交通費／片道 

通常の事業の実施地域を超えて行う訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーショ

ン）に要した旅費（実費）に対する支払いが必要になります。 
・大内、仁保、小鯖、宮野  
 
＊その他の地域 

無料 
 

・大内矢田から、片道おおむね 15 ㎞未満  200 円（15 ㎞以上 5 ㎞毎 +50 円） 
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＜別紙２＞ 
個人情報の利用目的 
（令和３年５月１日現在） 

 
介護老人保健施設アーユスでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預か

りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －家族等への心身の状況説明 
・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
 －審査支払機関へのレセプトの提出 
 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 
【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 

  


	重要事項説明書　施設.pdf
	重要事項説明書　短期・予防.pdf
	重要事項説明書　通所・予防（6月）.pdf
	重要事項説明書　訪問リハ（R6.6～）.pdf

